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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  一対の静圧パッドにより静圧保持された薄板状のワークをキャリアにより回転させなが
ら、一対の研削砥石により前記ワークの両面を研削する両頭平面研削において、
　搬入出手段により前記ワークを吸着して前記両静圧パッド間の前記キャリアに対して前
記ワークを搬入出するに際し、
　搬入手段により吸着された前記ワークを前記キャリア内に挿入して、前記搬入手段と前
進保持位置にある一方の前記静圧パッドとにより前記ワークを挟んで支持した状態で前記
一方の静圧パッドにより前記ワークを吸着し、
　前記一方の静圧パッドによる前記ワークの吸着と略同時に又は前記ワークの吸着と相前
後して前記搬入手段による前記ワークの吸着を解除し、
　他方の前記静圧パッドを前記前進保持位置に前進させた後に前記一方の静圧パッドによ
る前記ワークの吸着を解除し、
  前記ワークの研削後に前記前進保持位置にある前記両静圧パッドによる研削済みワーク
の静圧保持を解除し、
　前記一方の静圧パッドにより前記キャリア内の前記研削済みワークを吸着し、
  前記研削済みワークの吸着と略同時に又は前記研削済みワークの吸着と相前後して前記
他方の静圧パッドから静圧流体を供給して前記他方の静圧パッドと前記研削済みワークと
の表面張力を解除する
　ことを特徴とする両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
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【請求項２】
  前記一方の静圧パッドによる前記ワークの吸着を解除した後に前記各静圧パッドに静圧
流体を供給して前記ワークを静圧保持する
　ことを特徴とする請求項１に記載の両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
【請求項３】
　前記一方の静圧パッドにより前記キャリア内の前記研削済みワークを吸着した後に前記
他方の静圧パッドを前記前進保持位置から後退させる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
【請求項４】
  前記他方の静圧パッドの後退後に前記キャリア内の前記研削済みワークを搬出手段と前
記一方の静圧パッドとにより挟んで支持した状態で前記研削済みワークを前記搬出手段に
より吸着する
　ことを特徴とする請求項３に記載の両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
【請求項５】
　前記搬出手段による前記研削済みワークの吸着と略同時に又は前記研削済みワークの吸
着と相前後して、前記一方の静圧パッドによる前記研削済みワークの吸着を解除する
　ことを特徴とする請求項４に記載の両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
【請求項６】
　前記一方の静圧パッドによる前記研削済みワークの吸着を解除した後に、前記一方の静
圧パッドから静圧流体を供給して前記研削済みワークを前記一方の静圧パッドから離す
　ことを特徴とする請求項５に記載の両頭平面研削におけるワーク搬入出方法。
【請求項７】
  薄板状のワークのノッチ部に係合する係合突部を有し且つ前記ワークを回転させるキャ
リアと、
　該キャリア内の前記ワークを静圧保持する一対の静圧パッドと、
　該静圧パッドにより静圧保持されて前記キャリアにより回転する前記ワークの両面を研
削する一対の研削砥石と、
　前記ワークを吸着して前記一対の静圧パッド間に対して搬入出する搬入出手段とを備え
た両頭平面研削盤において、
　一方の前記静圧パッドは前記キャリア内の前記ワークを吸着する吸着孔を、前記係合突
部の近傍を含む周方向の複数箇所に備え、
　前記吸着孔に切り換え接続可能な吸引源及び吐出源と、
　搬入手段により吸着された前記ワークを前記キャリア内に挿入して、前記搬入手段と前
進保持位置にある一方の前記静圧パッドとにより前記ワークを挟んで支持した状態で前記
一方の静圧パッドにより前記ワークを吸着させ、前記一方の静圧パッドによる前記ワーク
の吸着と略同時に又は前記ワークの吸着と相前後して前記搬入手段による前記ワークの吸
着を解除させる手段と、
　他方の前記静圧パッドを前記前進保持位置に前進させた後に前記一方の静圧パッドによ
る前記ワークの吸着を解除させる手段と、
  前記ワークの研削後に前記前進保持位置にある前記両静圧パッドによる研削済みワーク
の静圧保持を解除させる手段と、
　前記一方の静圧パッドにより前記キャリア内の前記研削済みワークを吸着させ、前記研
削済みワークの吸着と略同時に又は前記研削済みワークの吸着と相前後して前記他方の静
圧パッドから静圧流体を供給して前記他方の静圧パッドと前記研削済みワークとの表面張
力を解除させる手段とを備えた
　ことを特徴とする両頭平面研削盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、両頭平面研削におけるワーク搬入出方法及び両頭平面研削盤に関するもので
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ある。
【背景技術】
【０００２】
　横型両頭平面研削盤によりシリコンウェーハ等の薄板状ワークの両側面を研削する際に
は、一対の静圧パッドによりワークを板厚方向の両側から静圧保持した状態で、そのワー
クをキャリアにより回転させながら、ワークの両面を一対の研削砥石により所定厚さに研
削する。
【０００３】
　この種の横型両頭平面研削盤は吸着カップを有する搬入出手段を備えており、研削前後
のワークの搬入出時には、その吸着カップによりワークの一側面を吸着した状態でワーク
を静圧パッド間のキャリアに対して装填し、またキャリア内のワークを取り出すようにし
ている（特許文献１）。
【０００４】
　即ち、ワークを搬入する際には、一方の静圧パッドがキャリア近傍の前進保持位置にあ
り、他方の静圧パッドが後退位置まで後退した状態において、ワークを吸着した搬入出手
段を他方の静圧パッドとキャリアとの間に挿入して、そのワークをキャリアに嵌め込む。
そして、ワークがキャリアに入れば、吸着カップによる吸着を解除して搬入出手段を戻し
、他方の静圧パッドを前進保持位置まで前進させてキャリア内のワークを静圧保持し、キ
ャリアを介してワークを回転させながら一対の研削砥石により研削を行う。
【０００５】
　またキャリア内のワークを搬出する際には、後退位置まで後退した他方の静圧パッドと
キャリアとの間に搬入出手段を挿入し、搬入出手段の吸着カップによりキャリア内の研削
後のワークを吸着する。そして、吸着カップがワークを吸着すると、一方の静圧パッドか
ら静圧水を供給してワークを一方の静圧パッドから離した後、吸着カップで吸着した状態
でワークをキャリアから取り出す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３３２２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような従来のワークの搬入出方法では、搬入出手段によりキャリアに対してワーク
を着脱する際に、キャリア内のワークがキャリア以外のものによって全く保持されない状
態が生じる。このためワークがシリコンウェーハ等の薄板状の場合には、ワークがキャリ
ア内で傾斜してキャリアから脱落する惧れがあり、ワークが静圧パッドや研削砥石と接触
して擦り傷が生じたり、落下時の衝撃によってワークが割れたり欠けたりする等の損傷を
招く問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、ワークの搬入出時におけるキャリア内のワ
ークの脱落を防止でき、ワークの損傷を未然に防止できる両頭平面研削におけるワーク搬
入出方法及び両頭平面研削盤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、一対の静圧パッドにより静圧保持された薄板状のワークをキャリアにより回
転させながら、一対の研削砥石により前記ワークの両面を研削する両頭平面研削において
、搬入出手段により前記ワークを吸着して前記両静圧パッド間の前記キャリアに対して前
記ワークを搬入出するに際し、搬入手段により吸着された前記ワークを前記キャリア内に
挿入して、前記搬入手段と前進保持位置にある一方の前記静圧パッドとにより前記ワーク
を挟んで支持した状態で前記一方の静圧パッドにより前記ワークを吸着し、前記一方の静
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圧パッドによる前記ワークの吸着と略同時に又は前記ワークの吸着と相前後して前記搬入
手段による前記ワークの吸着を解除し、他方の前記静圧パッドを前記前進保持位置に前進
させた後に前記一方の静圧パッドによる前記ワークの吸着を解除し、前記ワークの研削後
に前記前進保持位置にある前記両静圧パッドによる研削済みワークの静圧保持を解除し、
前記一方の静圧パッドにより前記キャリア内の前記研削済みワークを吸着し、前記研削済
みワークの吸着と略同時に又は前記研削済みワークの吸着と相前後して前記他方の静圧パ
ッドから静圧流体を供給して前記他方の静圧パッドと前記研削済みワークとの表面張力を
解除するものである。
【００１０】
　前記一方の静圧パッドによる前記ワークの吸着を解除した後に前記各静圧パッドに静圧
流体を供給して前記ワークを静圧保持することもある。前記一方の静圧パッドにより前記
キャリア内の前記研削済みワークを吸着した後に前記他方の静圧パッドを前記前進保持位
置から後退させることが望ましい。
【００１１】
　前記他方の静圧パッドの後退後に前記キャリア内の前記研削済みワークを搬出手段と前
記一方の静圧パッドとにより挟んで支持した状態で前記研削済みワークを前記搬出手段に
より吸着することが望ましい。
【００１２】
　前記搬出手段による前記研削済みワークの吸着と略同時に又は前記研削済みワークの吸
着と相前後して、前記一方の静圧パッドによる前記研削済みワークの吸着を解除すること
が望ましい。前記一方の静圧パッドによる前記研削済みワークの吸着を解除した後に、前
記一方の静圧パッドから静圧流体を供給して前記研削済みワークを前記一方の静圧パッド
から離すこともある。
【００１３】
　また本発明は、薄板状のワークのノッチ部に係合する係合突部を有し且つ前記ワークを
回転させるキャリアと、該キャリア内の前記ワークを静圧保持する一対の静圧パッドと、
該静圧パッドにより静圧保持されて前記キャリアにより回転する前記ワークの両面を研削
する一対の研削砥石と、前記ワークを吸着して前記一対の静圧パッド間に対して搬入出す
る搬入出手段とを備えた両頭平面研削盤において、一方の前記静圧パッドは前記キャリア
内の前記ワークを吸着する吸着孔を、前記係合突部の近傍を含む周方向の複数箇所に備え
、前記吸着孔に切り換え接続可能な吸引源及び吐出源と、搬入手段により吸着された前記
ワークを前記キャリア内に挿入して、前記搬入手段と前進保持位置にある一方の前記静圧
パッドとにより前記ワークを挟んで支持した状態で前記一方の静圧パッドにより前記ワー
クを吸着させ、前記一方の静圧パッドによる前記ワークの吸着と略同時に又は前記ワーク
の吸着と相前後して前記搬入手段による前記ワークの吸着を解除させる手段と、他方の前
記静圧パッドを前記前進保持位置に前進させた後に前記一方の静圧パッドによる前記ワー
クの吸着を解除させる手段と、前記ワークの研削後に前記前進保持位置にある前記両静圧
パッドによる研削済みワークの静圧保持を解除させる手段と、前記一方の静圧パッドによ
り前記キャリア内の前記研削済みワークを吸着させ、前記研削済みワークの吸着と略同時
に又は前記研削済みワークの吸着と相前後して前記他方の静圧パッドから静圧流体を供給
して前記他方の静圧パッドと前記研削済みワークとの表面張力を解除させる手段とを備え
たものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ワークの搬入出時におけるキャリア内のワークの脱落を防止でき、ワ
ークの損傷を未然に防止できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態を示す横型両頭平面研削盤の概略断面図である。
【図２】同側面図である。
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【図３】同静圧パッドの正面図である。
【図４】同静圧パッド及びキャリアの断面図である。
【図５】同搬入手段の正面断面図である。
【図６】同搬入手段の側面断面図である。
【図７】同動作説明図である。
【図８】同動作説明図である。
【図９】同動作説明図である。
【図１０】同動作説明図である。
【図１１】同動作説明図である。
【図１２】同動作説明図である。
【図１３】同動作説明図である。
【図１４】同動作説明図である。
【図１５】同動作説明図である。
【図１６】同動作説明図である。
【図１７】同動作説明図である。
【図１８】同動作説明図である。
【図１９】同動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１、図２は本発明を採用した横
型両頭平面研削盤を例示する。この横型両頭平面研削盤は、図１、図２に示すように、左
右に相対向して配置され且つシリコンウェーハ等の薄板状のワークＷを保持する左右一対
の静圧パッド１，２と、各静圧パッド１，２の凹部３，４に対応して左右方向の軸心廻り
に回転自在に配置され且つ静圧パッド１，２により保持されたワークＷの左右の両側面を
研削する左右一対の研削砥石５，６と、静圧パッド１，２により保持されたワークＷを中
心廻りに回転させるキャリア７と、静圧パッド１，２間のキャリア７にワークＷを搬入出
する搬入出手段８，９とを備えている。
【００１７】
  静圧パッド１，２はワークＷの近傍の前進保持位置Ｘ１（研削位置）とワークＷから後
退する後退位置Ｘ２との間で左右方向に移動自在であり、前進保持位置Ｘ１ではワークＷ
と対向する保持面１０，１１側に供給される静圧水等の静圧流体（以下、静圧水という）
を介してワークＷを静圧保持するようになっている。静圧パッド１，２の保持面１０，１
１には、図３に示すように、静圧水が供給される複数個のポケット１２，１３と、その各
ポケット１２，１３からの静圧水を外側へと排出する排出溝１４，１５が設けられている
。
【００１８】
　一対の静圧パッド１，２の内、一方の静圧パッド２には、図１～図３に示すように、そ
の保持面１１の外周部分に周方向に複数個、例えば６個の吸着孔１６が設けられている。
吸着孔１６はワークＷを吸着し、またワークＷの吸着を解除するためのものであり、その
少なくとも１個の吸着孔１６は、後述のようにキャリア７が基準停止位置に停止したとき
に、ワークＷのノッチ部１７と係合する係合突部１８の近傍に配置されている。
【００１９】
　なお、吸着孔１６の数はワークＷの大きさ等を考慮して適宜決定すればよい。また複数
個の吸着孔１６は周方向に略等間隔を置いて配置することが望ましいが、係合突部１８の
両側近傍に複数個（例えば２個）の吸着孔１６を配置する等、各吸着孔１６相互間の間隔
に多少のバラツキがあってもよい。
【００２０】
　各ポケット１２，１３は制御弁等を介して静圧水源１９に接続され、各吸着孔１６は圧
力センサ２０、制御弁回路３２等を介して真空源等の吸引源２１、エア源等の吐出源２２
に切り換え可能に接続されている。研削砥石５，６はカップ型等であって、左右方向の砥
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石軸（図示省略）の先端に設けられ、前進端Ｙ１と後退端Ｙ２との間で左右方向に移動し
、前進端Ｙ１側での前進時にワークＷを研削するようになっている。
【００２１】
　キャリア７は、図４に示すように、内周にキャリア孔２３が略同心状に形成され且つワ
ークＷよりも薄い薄板状のキャリア板２４と、このキャリア板２４の外周部を保持するキ
ャリアリング２５及び押えリング２６とを備え、周方向に複数個の支持ローラ２７により
ワークＷの中心廻りに回転自在に保持されている。ワークＷはキャリア孔２３に対して嵌
脱自在であり、そのキャリア孔２３内にはワークＷのノッチ部１７と係合する係合突部１
８が設けられている。
【００２２】
　キャリアリング２５はキャリア７と略同心状になっている。押えリング２６の内周には
同心状にリングギア２８が設けられ、そのリングギア２８に駆動ギア２９が内周側から噛
合されている。駆動ギア２９は右静圧パッド２の通孔３０に挿通された駆動軸３１を介し
て図外の駆動源により駆動される。
【００２３】
　搬入出手段８，９は、図１に示すように、左右方向及び前後方向に移動自在に設けられ
た可動枠３３と、この可動枠３３に別々に上下動自在に設けられた搬入手段８及び搬出手
段９とを備え、その搬入手段８、搬出手段９の吸着カップ３４，３５によりワークＷを吸
着して静圧パッド１，２間のキャリア７に対するワークＷの搬入出を行うようになってい
る。
【００２４】
　なお、搬入手段８と搬出手段９は、搬入手段８によるワークＷの搬入時には搬出手段９
が上昇し、搬出手段９によるワークＷの搬出時には搬入手段８が上昇する等、互いに作業
に支障のない退避位置に退避するようになっている。
【００２５】
　搬入手段８は、図５、図６に示すように、可動枠３３に上下方向に昇降自在に設けられ
た支持枠３７と、この支持枠３７に上下の支持手段３８，３９を介して静圧パッド１，２
の保持面１０，１１の面内方向にフローティング可能に設けられたフローティング枠４０
と、フローティング枠４０の下部側の一側面に設けられた吸着カップ３４と、フローティ
ング枠４０がキャリア７側に接近したときに、吸着カップ３４に吸着されたワークＷがキ
ャリア７のキャリア孔２３に略一致するようにフローティング枠４０を案内する案内手段
４１とを備えている。
【００２６】
　支持枠３７は上下方向に配置され、この支持枠３７の一側面に支持手段３８を介して板
状のフローティング枠４０が上下、前後にフローティング可能に装着されている。フロー
ティング枠４０は上下方向の中間の前後両側に案内手段４１を構成する案内ローラ４２が
ブラケット４３を介して傾斜支軸４４により回転自在に支持されている。案内ローラ４２
はフローティング枠４０がキャリア７側に接近したときに、キャリアリング２５の外周に
接触して案内されるようになっている。
【００２７】
　支持手段３８は支持枠３７とフローティング枠４０との間に設けられた上下一対の支持
部４５，４６と、支持枠３７とフローティング枠４０との間に設けられ且つフローティン
グ枠４０を下向きに付勢する付勢部５１とを有する。
【００２８】
  支持部４５，４６はフローティング枠４０に形成された通孔、切り欠き部等の開口部４
７，４８と、この開口部４７，４８に挿通して支持枠３７に固定され且つフローティング
枠４０を受ける受け部材４９，５０とを備えている。開口部４７，４８の上側の当接縁４
７ａ，４８ａは上側が前後方向の円弧状、下側が前後方向の水平状であり、その円弧状の
当接縁４７ａに受け部材４９の円弧状の受け面４９ａが下側から当接している。なお、水
平状の当接縁４８ａは受け部材５０の円弧状の受け面５０ａの上側に近接しており、フロ
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ーティング枠４０が最大量までフローティングしたとき両者が当接するようになっている
。受け部材４９，５０はフローティング枠４０を上側から着脱できるように外れ止め部４
９ｂ，５０ｂを有する。
【００２９】
　付勢部５１はフローティング枠４０の上端に前後方向に水平状に設けられた被押圧体５
２と、支持枠３７に下向きに保持され且つ被押圧体５２の上側から当接する前後方向に複
数個の押圧体５３と、この押圧体５３を下方に付勢するバネ５４とを有し、支持部４５，
４６の鉛直線上とその前後両側との３箇所に設けられている。中央の押圧体５３は被押圧
体５２の凹部５２ａに当接しており、前後の押圧体５３は被押圧体５２に対して摺動自在
に当接する。従って、フローティング後のフローティング枠４０は、上側の支持部４５を
支点として復帰する。
【００３０】
　押圧体５３、バネ５４は支持枠３７の側面の突出部５５に設けられている。なお、支持
部４５，４６は支持枠３７に開口部４７，４８を、フローティング枠４０に受け部材４９
，５０を夫々設けてもよい。また付勢部５１は圧縮バネの他、引っ張りバネを採用しても
よい。
【００３１】
　吸着カップ３４はワークＷを真空吸着するためのもので、ワークＷの略中央部分の上側
と、その下側の前後両側との３箇所に配置されている。なお、吸着カップ３４の数、吸着
カップ３４間の間隔等はワークＷの大きさ等を考慮して適宜決定すればよい。
【００３２】
　搬出手段９は、図１に示すように、上下方向の支持枠５６と、この支持枠５６の下端部
に装着された吸着カップ３５とを備えている。吸着カップ３５はワークＷの略中央に対応
して１個設けられているが、２個又はそれ以上の複数個でもよい。
【００３３】
　次に横型両頭平面研削盤におけるワークＷの搬入出方法を説明する。ワークＷの両頭平
面研削は、ワークＷを搬入する搬入工程から、ワークＷを研削する研削工程を経て、研削
後のワークＷを搬出する搬出工程までを１サイクルとして行われる。
【００３４】
　図７はワークＷを搬入する前の状態を示し、左右の研削砥石５，６は後退端Ｙ２に、左
静圧パッド１は後退位置Ｘ２に、右静圧パッド２はキャリア７の近傍の前進保持位置Ｘ１
に夫々位置している。
【００３５】
　そこで、ワークＷを静圧パッド１，２間のキャリア７に搬入して装着する際には、先ず
搬入手段８の吸着カップ３４でワークＷを吸着する。次に図８に示すように搬入手段８を
キャリア７と左静圧パッド１との間へと進入させて、ワークＷをキャリア７のキャリア孔
２３の軸心上に対向させる。そして、搬入手段８をキャリア７側へと移動させて、図９に
示すようにワークＷをキャリア７のキャリア孔２３に挿入する。
【００３６】
　このときキャリア７は図２に示すようにその係合突部１８が所定位置に位置すべく位置
決めされており、またワークＷはそのノッチ部１７がキャリア７の係合突部１８に対応す
るように位置決めされた状態で吸着されているため、搬入手段８をキャリア７側へと移動
させることにより、ワークＷのノッチ部１７をキャリア７の係合突部１８に係合させるこ
とができる。
【００３７】
　また搬入手段８の上下、前後方向の位置のバラツキ等によりワークＷがキャリア孔２３
に一致していない場合でも、搬入手段８をキャリア７側へと移動させて行けば、フローテ
ィング枠４０の一対の案内ローラ４２がキャリアリング２５の外周に接触して案内される
ため、支持手段３８を介して支持枠３７にフローティング可能に支持されたフローティン
グ枠４０がキャリアリング２５に追従してフローティング動作を行う。このため搬入手段
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８がキャリア７側へと移動するときにワークＷをキャリア孔２３に合わせることができ、
ワークＷをキャリア孔２３に挿入することができる。
【００３８】
　ワークＷがキャリア孔２３に入ると、そのワークＷを前進保持位置Ｘ１にある右静圧パ
ッド２の保持面１１に当接させて、図９に示すように右静圧パッド２と搬入手段８との間
でキャリア７内のワークＷを両側から挟み、その後に右静圧パッド２の吸着孔１６により
吸引して、静圧パッド２の保持面１１にワークＷを吸着する。右静圧パッド２がワークＷ
を吸着したか否かは、圧力センサ２０の吸着信号の有無により確認する。
【００３９】
　ワークＷのノッチ部１７がキャリア７の係合突部１８に乗り上げた場合には、右静圧パ
ッド２の複数個の吸着孔１６の内、ノッチ部１７の近傍に配置された１個の吸着孔１６が
外気を吸い込むため、右静圧パッド２によりワークＷを吸着できず、圧力センサ２０の吸
着信号が出力されない。そのためワークＷと一緒にキャリア７を僅かな角度（所定角度）
回転させた後に、再度、右静圧パッド２によるワークＷの吸着を行う。
【００４０】
　このようにワークＷのノッチ部１７の近傍を含む複数箇所に吸着孔１６を配置しておく
ことにより、ワークＷのノッチ部１７がキャリア７の係合突部１８に乗り上げたか否かを
容易に把握することができる。
【００４１】
　ワークＷをキャリア７に装着する際には、必ずキャリア７の係合突部１８とワークＷの
ノッチ部１７とを係合させる。しかし、搬入手段８によるワークＷの吸着ミス等によって
ノッチ部１７が係合突部１８に係合しないような状況が生じた場合には、搬入作業の自動
サイクルを停止し、作業者に報知する。
【００４２】
　右静圧パッド２がワークＷを吸着すると、その吸着と略同時に搬入手段８の吸着カップ
３４によるワークＷの吸着を解除して、ワークＷを搬入手段８から右静圧パッド２へと受
け渡す。従って、その後に搬入手段８を静圧パッド１，２間から退避させても、図１０に
示すようにキャリア７内のワークＷは右静圧パッド２により保持できる。
【００４３】
　このように右静圧パッド２と搬入手段８とによりワークＷを両側から挟んだ後、右静圧
パッド２によりワークＷを吸着すると略同時に搬入手段８によるワークＷの吸着を解除し
て、ワークＷを搬入手段８から右静圧パッド２へと受け渡し、またその受け渡し後も右静
圧パッド２で吸着を継続することにより、ワークＷが薄板状であるにも拘わらず、キャリ
ア７内でのワークＷの傾斜、キャリア７からのワークＷの脱落等を防止することができる
。
【００４４】
　なお、搬入手段８から右静圧パッド２へのワークＷの受け渡しは、右静圧パッド２と搬
入手段８とによりワークＷを両側から挟んだ状態で行えばよく、右静圧パッド２によるワ
ークＷの吸着後に、搬入手段８によるワークＷの吸着を解除すればよい。また逆に搬入手
段８によるワークＷの吸着を解除し、その後に右静圧パッド２によりワークＷを吸着して
もよい。
【００４５】
　次に図１１に示すように左静圧パッド１を前進保持位置Ｘ１に前進させた後、右静圧パ
ッド２によるワークＷの吸着を解除する。このときには両静圧パッド１，２によりキャリ
ア７内のワークＷを両側から挟んでいるため、右静圧パッド２によるワークＷの吸着を解
除しても、ワークＷがキャリア７から脱落する等の惧れはない。その後、図１２に示すよ
うに両静圧パッド１，２に静圧水を供給して、キャリア７内のワークＷを静圧保持する。
そして、駆動ギア２９によりキャリア７を駆動して静圧保持状態のワークＷを回転させな
がら、図１３に示すように両研削砥石５，６を前進させてワークＷの両面を研削する。
【００４６】
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　ワークＷの研削終了後、図１４に示すように、両研削砥石５，６を後退端Ｙ２まで後退
させてキャリア７の回転を停止させる。このときキャリア７は次のワークＷの挿入を容易
にするために定位置で停止させる。その後、両静圧パッド１，２からの静圧水の供給を停
止すると、その停止と略同時又は停止後に右静圧パッド２によりワークＷを吸着する。こ
のときにも圧力センサ２０により、右静圧パッド２がワークＷを吸着したか否かを確認す
る。そして、右静圧パッド２がワークＷを吸着できない吸着ミスが発生した場合には、ワ
ークＷが破損している可能性があるため、自動サイクル運転を停止して作業者に報知する
。
【００４７】
　右静圧パッド２によるワークＷの吸着後に、左静圧パッド１を後退位置Ｘ２へと後退さ
せる前に、図１５に示すように左静圧パッド１から静圧水を供給して左静圧パッド１とワ
ークＷとの間の表面張力をなくす。即ち、ワークＷと左静圧パッド１との隙間は、実際に
は０．１ｍｍ程度であるため、右静圧パッド２がワークＷを吸着しても、ワークＷと左静
圧パッド１との間の表面張力はなくならない。
【００４８】
　そこで、先ず左静圧パッド１から静圧水を供給して左静圧パッド１とワークＷとの間の
表面張力をなくし、その後に左静圧パッド１を後退位置Ｘ２へと後退させる。これによっ
て左静圧パッド１を後退させる際の両者間の表面張力によるワークＷの破損を防止しなが
ら、左静圧パッド１を後退位置Ｘ２へと後退させることができる。
【００４９】
　左静圧パッド１が後退位置Ｘ２に後退した後、図１６に示すように搬出手段９をキャリ
ア７と左静圧パッド１との間に進入させる。そして、図１７に示すように搬出手段９をキ
ャリア７側へと移動させて、搬出手段９と右静圧パッド２とによりキャリア７内のワーク
Ｗを両側から挟む。
【００５０】
　次に図１８に示すように、搬出手段９の吸着カップ３５によりキャリア７内のワークＷ
を吸着する。この吸着カップ３５によるワークＷの吸着と同時又は吸着後に、右静圧パッ
ド２の吸着孔１６を吸引源２１から吐出源２２に切り換えて、吸着孔１６からエアを吐出
して右静圧パッド２とワークＷとの間の真空を破壞し、またその真空破壞と同時又は真空
破壞後に、右静圧パッド２から静圧水を供給して右静圧パッド２からワークＷを離す。
【００５１】
　その後、図１９に示すように、搬出手段９を後退させて研削後のワークＷをキャリア７
から取り出す。なお、右静圧パッド２からのエアの吐出、静圧水の供給は、ワークＷが離
れた後の適当な時点で終了する。
【００５２】
  このように右静圧パッド２と搬出手段９とによりワークＷを両側から挟んだ状態で、ま
ず搬出手段９の吸着カップ３５によりワークＷを吸着し、その後に右静圧パッド２による
吸着を解除して、ワークＷを右静圧パッド２から搬出手段９へと受け渡すことにより、キ
ャリア７からのワークＷの脱落等を防止することができる。
【００５３】
  また右静圧パッド２によるワークＷの吸着を解除した後、吸着孔１６からエアを吐出し
て真空吸着を破壞するが、この真空の破壞は例えば０．１～０．２ＭＰａ程度の低めの圧
力で行う。このように低めの圧力で真空を破壞することにより、真空吸着を解除する際の
急激な真空破壞によってワークＷに急激に大きな力が作用してワークＷが振動する等の現
象を解消でき、ワークＷの破損を防止することができる。
【００５４】
　更に真空を破壞するだけでは、右静圧パッド２とワークＷとの間にある水の表面張力に
よりワークＷが右静圧パッド２に吸着されたままになるが、右静圧パッド２から静圧水を
供給することによりその表面張力の影響をなくし、搬出手段９によりワークＷを吸着した
ときのワークＷの破損を防止することができる。
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【００５５】
　その後、搬出手段９により吸着されたワークＷをキャリア７のキャリア孔２３から抜き
取り、静圧パッド１，２間から外部へと搬出する。
【００５６】
　このように右静圧パッド２によりワークＷを吸着することにより、搬入出時にワークＷ
がキャリア７内で傾斜して研削砥石５，６等に接触したり、ワークＷがキャリア７から脱
落したりすることを防止でき、ワークＷや研削砥石５，６等の損傷を防止することができ
る。
【００５７】
　また右静圧パッド２に吸着孔１６を形成して、その吸着孔１６を制御弁等を介して吸引
源２１、吐出源２２に接続すればよいので、新たな機器を導入することなく容易且つ安価
に実施でき、しかも両頭平面研削盤自体の大型化を防止できる利点がある。
【００５８】
　更に前進保持位置Ｘ１にある両静圧パッド１，２により挟んだ状態において、右静圧パ
ッド２によりワークＷを吸着して左静圧パッド１を後退させるときに、左静圧パッド１か
ら静圧水を供給し、また右静圧パッド２による吸着を解除した後に、ワークＷを吸着した
搬出手段９を退避させるときに、右静圧パッド２からエア、静圧水を供給することにより
、水の表面張力によるワークＷの損傷を防止しながら、左静圧パッド１、搬出手段９をス
ムーズに退避させることができ、研削のサイクルタイムを短縮することができる。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこの実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、この実施
形態では横型両頭平面研削盤について例示しているが、縦型の両頭平面研削盤でも同様に
実施することができる。またワークＷはシリコンウェーハ等以外のものでもよい。
【００６０】
　また実施形態では、一対の静圧パッド１，２の内、右静圧パッド２に吸着孔１６を設け
て、この右静圧パッド２側にワークＷを吸着する場合を示しているが、左静圧パッド１に
吸着孔１６を設けて、左静圧パッド１側にワークＷを吸着するようにしてもよい。
【００６１】
　搬入手段８により吸着されたワークＷをキャリア７内に挿入して搬入手段８と右静圧パ
ッド２とにより挟んだ後であれば、右静圧パッド２によるワークＷの吸着と略同時に搬入
手段８によるワークＷの吸着を解除してもよいし、右静圧パッド２によるワークＷの吸着
と相前後して搬入手段８によるワークＷの吸着を解除してもよい。
【００６２】
　また左静圧パッド１から静圧水を供給して左静圧パッド１とワークＷとの表面張力を解
除する場合、右静圧パッド２によるワークＷの吸着と略同時に左静圧パッド１から静圧水
を供給してもよいし、右静圧パッド２によるワークＷの吸着と相前後して左静圧パッド１
から静圧水を供給してもよい。
【００６３】
　キャリア７内のワークＷを搬出手段９と右静圧パッド２とにより挟んだ後は、搬出手段
９によるワークＷの吸着と略同時に右静圧パッド２によるワークＷの吸着を解除し、右静
圧パッド２から静圧水を供給してもよいし、搬出手段９によるワークＷの吸着と相前後し
て右静圧パッド２によるワークＷの吸着を解除し、右静圧パッド２から静圧水を供給して
もよい。
【００６４】
　ワークＷの搬出時に右静圧パッド２に静圧水を供給する場合、通常の静圧保持用の静圧
水の供給系統を利用して、その供給弁を経て供給するようにしてもよいし、静圧保持用の
静圧水の供給系統とは別の供給系統から供給するようにしてもよい。また搬入手段８と搬
出手段９は別々に設けてもよいし、一つで両者を兼用するようにしてもよい。
【００６５】
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　実施形態では搬入手段８にフローティング枠４０を介して吸着カップ３４をフローティ
ング可能に備え、ワークＷの装着時に案内手段４１を介してキャリア７とワークＷとが一
致するように吸着カップ３４を案内する構成を採用しているが、搬入手段８の剛性の向上
、搬入手段８の駆動モータの精度の向上等によって、基準停止位置で停止するキャリア７
に対して、搬入手段８に吸着されたワークＷの位置精度を向上させることにより、搬入手
段８側のフローティング枠４０等を省略することができる。
【符号の説明】
【００６６】
Ｗ　　　ワーク
１，２　静圧パッド
５，６　研削砥石
７　　　キャリア
８　　　搬入手段
９　　　搬出手段
１６　　吸着孔
１７　　ノッチ部
１８　　係合突部
３７　　支持枠
４０　　フローティング枠
４１　　案内手段
４２　　案内ローラ
Ｘ１　　前進保持位置
Ｘ２　　後退位置

【図１】 【図２】

【図３】
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